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令和５年横審第３７号 

裁    決 

モーターボートＡ転覆事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官熊谷貴樹出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和４年７月２日０８時３５分 

 伊良湖水道 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 モーターボートＡ 

  総 ト ン 数 ０.２トン 

  登 録 長 ３.６０メートル 

  機関の種類 電気点火機関 

   出   力 １４キロワット 
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３ 事実の経過 

Ａは、平成２９年３月に進水したＦＲＰ製モーターボートで、船体

中央部に舵輪、機関遠隔操縦装置及び魚群探知機内蔵のＧＰＳプロッ

ターを組み込んだ操船コンソール、その後方に操縦席をそれぞれ備え、

ａ受審人が１人で乗り組み、知人２人を乗せ、いずれも救命胴衣を着

用し、釣りの目的で、船首０.２メートル船尾０.６メートルの喫水

をもって、令和４年７月２日０５時００分愛知県泉港を発し、伊良湖

水道東部の釣り場に向かった。 

ところで、伊良湖水道は、伊勢湾口の愛知県伊良湖岬と三重県神島

との間にある水道で、水道の両側には朝日礁を含む険礁域が拡延し、

上げ潮流及び下げ潮流がそれぞれ北西方及び南東方へ流れ、最強流速

が２.６ノットに達し、同水道東部の南北方向７００メートル東西方

向５００メートルの海域（以下「激潮発生域」という。）では、急潮

及び激潮が発生することがあり、海図Ｗ１０６４伊良湖水道に急潮及

び激潮の図式が記載されていた。 

そして、ａ受審人は、令和３年８月にＡを購入後、５回ないし６回

伊良湖水道東部及び三河湾西部に赴いて釣りを行い、激潮発生域を潮

流に抗して航行中、波形勾配が急峻で発達した風浪を受けて船体が大

きく傾斜した経験があったことから、同発生域では、潮流に逆らって

吹く強風があると、風浪が発達すると共に波形勾配が急峻になること

を認識し、潮流や風浪を認めたら激潮発生域を避けて航行していた。 

ａ受審人は、０６時３０分前示釣り場に至って釣りを始め、０７時

２３分転流により下げ潮流になって以降も移動と漂泊を繰り返しなが

ら釣りを行っていたところ、次第に南風が強くなってきたことから、

一旦釣りを切り上げ、０８時３０分頃釣り場を発進して帰途に就いた

ものの、釣果の期待できる激潮発生域に移動して釣りを継続すること
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を思い立ち、ノースアップ表示設定としたＧＰＳプロッターを作動さ

せ、同乗者２人を操船コンソール前方で待機させ、自らは操縦席に腰

掛けた姿勢で操船に当たり、０８時３２分僅か前伊良湖岬灯台から 

１８２.５度（真方位、以下同じ。）１,４１０メートルの地点で、針

路を朝日礁西方沖合に向く２９８度に定め、折からの下げ潮流により

左方に３度圧流され、９.１ノットの速力（対地速力、以下同じ。）

で、手動操舵によって進行した。 

定針したとき、ａ受審人は、増勢した南風に伴って南寄りで波高 

０.７メートルないし０.８メートルの風浪が押し寄せるようになっ

たのを認め、激潮発生域では風浪が発達すると共に波形勾配が急峻に

なり、そのまま同発生域への進入を続けると、船首方から同風浪を受

け、舷縁を越えて大量の海水が船内に打ち込んで大傾斜し、復原力を

喪失するおそれがあったが、この程度の風浪ならば舷縁を越えること

はないものと思い、激潮発生域への進入を中止することなく続航した。 

こうして、ａ受審人は、激潮発生域を南東流に抗して航行中、０８

時３５分伊良湖岬灯台から２１９.５度１,３５０メートルの地点に

おいて、Ａは、原針路及び原速力のまま、右舷船首方から波形勾配が

急峻で発達した風浪を受け、舷縁を越えて船内に打ち込んだ大量の海

水により右舷方に大傾斜し、復原力を喪失して瞬時に転覆した。 

当時、天候は晴れで風力４の南風が吹き、潮候は下げ潮の初期にあ

たり、転覆地点付近には南東方に向かう約０.６ノットの潮流があり、

南寄りで波高０.７メートルないし０.８メートルの風浪があった。 

転覆の結果、船外機等に濡損を生じ、来援した巡視船によって愛知

県伊良湖港に引き付けられ、ａ受審人及び同乗者２人が別の巡視船に

救助された。 
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 （原因及び受審人の行為） 

本件転覆は、伊良湖水道において、下げ潮流がある状況下、増勢した

南風に伴って南寄りの風浪が押し寄せるようになった際、激潮発生域へ

の進入を中止せず、南東流に抗して航行中、右舷船首方から波形勾配が

急峻で発達した風浪を受け、舷縁を越えて船内に打ち込んだ大量の海水

により右舷方に大傾斜し、復原力を喪失したことによって発生したもの

である。 

 ａ受審人は、伊良湖水道において、下げ潮流がある状況下、増勢した

南風に伴って南寄りの風浪が押し寄せるようになったのを認めた場合、

激潮発生域では風浪が発達すると共に波形勾配が急峻となり、そのまま

同発生域への進入を続けると、船首方から同風浪を受け、舷縁を越えて

大量の海水が船内に打ち込んで大傾斜し、復原力を喪失するおそれがあ

ったのだから、激潮発生域への進入を中止すべき注意義務があった。し

かるに、同人は、この程度の風浪ならば舷縁を越えることはないものと

思い、同発生域への進入を中止しなかった職務上の過失により、南東流

に抗して航行中、右舷船首方から波形勾配が急峻で発達した風浪を受け、

舷縁を越えて船内に打ち込んだ大量の海水により右舷方に大傾斜し、復

原力を喪失して転覆を招き、船外機等に濡損を生じさせるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

  

令和６年６月２７日 

     横浜地方海難審判所 
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          審 判 官  菅  生  貴  繁 

 


